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発生時刻 平成23年3月11日14時46分

震 源 三陸沖(牡鹿半島の東南東 約130km付近),深さ約24ｋｍ
宮城県栗原市で最大震度７
宮城県,福島県,茨城県,栃木県の広い範囲で震度６強の強い揺れを観測

地震発生直後の3月11日14時49分に『津波警報＜大津波＞』が岩手県,宮城県,福島県に発表
（地震発生後3分後）

平成23年3月11日付け 気象庁発表資料より

推計震度分布図

東日本大震災の概要



東日本大震災の概要
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〇被災状況写真

女川町 港口防波堤
気仙沼市 気仙沼合同庁舎前

仙台市宮城野区 夢メッセみやぎ 塩竈市 マリンゲート塩釜



東日本大震災の概要
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仙台塩釜港湾事務所 執務室

仙台塩釜港（仙台港区）高砂ふ頭

仙台塩釜港（松島港区）
海岸前浮さん橋

仙台塩釜港（仙台港区）
中央ふ頭線



山元町

亘理町

岩沼市

名取市

仙台市

多賀城市
七ヶ浜町塩竈市

松島町 利府町

石巻市

東松島市

女川町

南三陸町

気仙沼市

東日本大震災の概要

赤着色部：津波浸水域
宮城県浸水面積：327km2

凡例
浸水範囲

全国の浸水面積（561km2）
の約６割が宮城県
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仙台港で7.2mの津波を観測
（推計値，平成23年4月5日付け気象庁発表資料より）

（平成23年5月31日付け国土地理院資料より）

石巻市鮎川で8.6m以上の津波を観測
（推計値，平成23年4月5日付け気象庁発表資料より）



東日本大震災の概要

震災に伴う県内の被害
人的被害

死 者 10,569 人（関連死含む）
行方不明者 1,215 人

建物（住家）被害
全壊 83,005 棟
半壊 155,130 棟

（令和４年9月３０日現在：「宮城県資料」）

県全体の被害額
うち,公共土木・交通基盤施設分約1兆1,181億円

約9兆969億円
（令和３年９月３０日現在：「宮城県資料」） 7
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東日本大震災を踏まえた復旧・復興計画

宮城県では，震災後どのように復興を果たしていくかという方向性について
検討し，学識経験者及び県民の意見を伺いながら，今後１０年間の復興の
道筋を示す「宮城県震災復興計画」を平成２３年１０月に策定しました。

基本理念
・災害に強く安心して暮らせるまちづくり
・県民一人ひとりが復興の主体・総力を結集した復興
・「復旧」にとどまらない抜本的な「再構築」
・現代社会の課題を解決する先進的な地域づくり
・壊滅的な被害からの復興モデルの構築

（１）災害に強いまちづくり宮城モデルの構築
（２）水産県みやぎの復興
（３）先進的な農林業の構築
（４）ものづくり産業の早期復興による「富県宮城の実現」
（５）多様な魅力を持つみやぎの観光の再生

（６）地域を包括する保健・医療・福祉の再構築
（７）再生可能なエネルギーを活用したエコタウンの形成
（８）災害に強い県土・国土づくりの推進
（９）未来を担う人材の育成
（10）復興を支える財源・制度・連携体制の構築

計画期間１０年を復旧期，再生期，発展期
に細別し，復興までの道筋を示しました。

復興のポイント

高台移転，職住分離，多重防御による大津波対策など，沿岸防災の観点から被災教訓を活かした
災害に強いまちづくりを推進しました。

〇宮城県震災復興計画
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東日本大震災を踏まえた復旧・復興計画

〇災害に強いまちづくり宮城モデル

高台移転，職住分離，多重防御によ
る大津波対策など，沿岸防災の観点
から震災教訓を活かした災害に強い
まちづくりを進めることと併せて，そ
の取り組みやプロセスを取りまとめ，
後世に伝えていくもの。

震災復興計画の「災害に強いまちづくり宮城モデル」に則った津波防御体制を構築しました。

次世代に豊かさを引き継ぐことのできる持続可能な宮城の県土づくり

県民生活の命と生活を守り，震災を乗り越え，宮城のさらなる発展に繋げる
土木・建築行政の推進

基本理念

基本方針

壊滅的な被害を回避する粘り
強い県土構造への転換

いつまでも安心して快適に暮ら
すことができる生活基盤の整備

かつてない賑わいや活力に満ち
た東北の発展と宮城の飛躍を
支える交流・産業基盤の整備
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東日本大震災を踏まえた復旧・復興計画

・宮城県では，数十年から百数十年に一度の頻度で発生するとされるレベル１
（L1）津波に対して，沿岸部に防潮堤を整備することとしました（三陸地域は
「高台移転」，仙台湾南部地域は多重防御」）。

・また，防潮堤を整備するにあたり，港湾利用者による生業が盛んであり荷役
作業等のために導線を確保する必要のある箇所については，陸閘を設置
することとしました。
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東日本大震災を踏まえた復旧・復興計画

水門・陸閘の閉扉作業途中に津波に巻き込まれ多くの消防団員等が犠牲となりました。

事例：職場から居住地の水門の確認に向かうと，近くに住む高齢者が水門を閉めていた
ため，その高齢者に避難を指示し，水門を閉める作業を行っているとき，津波に
巻き込まれ犠牲となった。（宮城県石巻市）

（出典）
「東日本大震災を踏まえた大規模災害時における消防団
活動のあり方等に関する検討会報告書」（平成24年8月
消防庁）

総務省消防庁：東日本大震災を踏まえた大規模災害時における消防団活動のあり方等に関する検討会（第１回）資料より抜粋

（出典）
「東日本大震災に係る消防団員等の公務災害補償等の状況について（平成24年11月末日現在）」
（平成24年11月30日消防団員等公務災害補償等共済基金）

・岩手県，宮城県，福島県では，合わせて252名の消防団員が犠牲となりました。
・水門閉扉等に関係した犠牲者は59名です。

警報等発令された際に，操作従事者が安全確保を最優先し水門・陸閘を
閉扉できる運用体制が必要になりました。

〇震災からの教訓
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水門・陸閘の操作規則等の策定

・宮城県の水門・陸閘等は令和４年１２月時点で９４６基設置し その内，
港湾管理者が管理する水門・陸閘等は２３８基です。

・震災前の港湾管理者が管理している水門・陸閘等は，平成２２年時点
で，約２５０基でした。

・震災前から減っているものの，今後職員が警報等発令時に２３８基を
閉扉することは困難です。

自動化遠隔化水門・陸閘
常に開扉状態で，警報等発令
時に，人が操作することなく自動
で水門・陸閘を閉扉する

委託陸閘
港湾利用者及び企業等に操作
を委託していて，作業時以外
は陸閘を閉扉する

常時閉陸閘
港湾管理者が点検等で
開扉する時以外，常に
閉扉する

運用体制を構築

操作従事者の安全を最優先した操作方法や
管理体制を構築する必要があります。

〇水門・陸閘の運用体制
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水門・陸閘の操作規則等の策定

東日本大震災で多くの水門・陸閘操作従事者が犠牲となったことから，国は
海岸法を改定し，第１４条の２第１項により海岸管理者に対して，水門・陸閘
の操作規則等の策定を義務づけました（平成２６年６月）。

宮城県の海岸管理者が管理する水門・陸閘の「操作規則」を策定
しました（平成２８年３月）。

津波注意報

津波警報

大津波警報

高潮警報

高潮特別警報

記載内容（一部）

海岸管理者が管理する水門・陸閘は，操作
規則に基づいて当該地域に右記の警報・
注意報が発令された時に閉扉します。

〇操作規則
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水門・陸閘の操作規則等の策定

操作規則で定める水門陸閘のうち，港湾管理者が管理する水門・陸閘についての
「操作細則」を策定しました（平成３０年１２月）。

〇操作細則

常時閉扉可能か

①
・港湾管理者が点検等に利用

する通路
・災害時等の緊急避難用通路

②
地区あるいは特定利用者
が使用する通路

③
特定企業が使用する
通路

市町又は

地区等と管
理委託の協
定を締結

企業と
管理委託

の協定を締結

自動化遠隔化
水門・陸閘

④
臨港道路（市町道）を横断する陸閘等
（※不特定者が利用，①～③以外）

YES NO

委託陸閘県管理の常時閉陸閘
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水門・陸閘の操作規則等の策定

①準備時間：地震発生から閉扉操作に向かい始めるまでの時間です。地震が収まるまで
の待機や警報・注意報発令までの時間が含まれます。

②移動時間：陸閘に向かい，操作従事者以外の避難完了まで待機する時間です。
陸閘の操作従事者がいる場所から陸閘までの所要時間を事前に計測し，
把握をします。

③操作時間：陸閘を閉扉するのにかかる時間です。実際に閉扉操作を行い所用時間の
把握をします。

④退避時間：徒歩による移動速度は，津波からの避難実態調査より毎分100mと設定し
ています。（最寄退避場所までの距離）÷100m/分により算出します。

⑤安全時間：①～④の時間に加えて余裕を設けます。

操作規則第６条第１項に基づき，操作従事者の操作退避行動を確実に遂行するために
「操作・退避ルール」を策定しました（平成３０年１２月）。

〇操作・退避ルール

安全確保のための各時間
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水門・陸閘の操作規則等の策定

準備
時間

移動
時間

操作
時間

退避
時間

安全
時間

津波
到達
時間

操作従事者は，津波到達予測時間等を元に算出された退避時間
を経過する前に操作を完了し，安全な場所に退避します。

【陸閘操作の可否・避難優先の判断例】
地震発生後，津波到達予測が50分後の場合

準備+移動+操作（電動）+退避+安全
＝40分＜50分 ⇒ 操作可能

準備+移動+操作（電動）+退避+安全
＝55分＞50分 ⇒ 避難を優先
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水門・陸閘の操作規則等の策定

・準備時間を３分，移動時間を１０分，操作時間を３分，安全時間を２分と
すると，退避時間に費やせる時間は，およそ３０分程度となります。

・避難速度を毎分１００ｍとすると，避難可能距離はおよそ３ｋｍとなります。

【仙台港の場合】

※地域住民の避難速度は毎分６０mと設定
（宮城県津波対策ガイドラインより）
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・警報等発令時に現地で人が操作することなく，NTT回線や単一無線回線
を使用した通信ネットワークにより，迅速かつ安全に水門・陸閘を自動
閉扉します。

・また，万が一自動閉扉しなかった場合，各事務所及び県庁から遠隔操作
により水門・陸閘を閉扉することができます。

自動化遠隔化水門・陸閘

〇システムの概要

仙台土木事務所内の
水門・陸閘監視・操作室自動化遠隔化システム構成図
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・月に１回，水門・陸閘を確実に閉扉
できることを確認するために現地で
実際に開閉扉を行います。

・また，レール上に障害物等がないか
確認を行います。

・年に１回以上，水門・陸閘の操作訓練
を実施しています。県庁から監視モニ
ターを使用し遠隔操作で実際に水門・
陸閘を閉扉します。

・令和５年１月時点で，自動化遠隔化水門・陸閘９５基中９１基運用してい
ます。今年3月に，全基運用予定となっています。

・確実に閉扉を行えるように定期的な点検を行っています。また，県庁及び
各事務所と合同で，操作訓練を実施しています。

【点検】 【操作訓練】

自動化遠隔化水門・陸閘

〇運用状況
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自動化遠隔化水門・陸閘

注　　　意

　この陸閘（出入用扉）は，津波注意報，津波警報，大津波警報，高潮警報，高潮特
別警報が発表された場合は人命・財産を守るため自動で閉鎖されます。

　津波注意報等が発表されてから、約0～10分後に閉鎖動作が開始します。自動閉
鎖されるまでの間に，海側から離れ安全な場所に避難してください。

　閉鎖完了後は，近くの避難階段等で避難してください。

　万一，無断で開門して，津波・高潮等により損害等が発生した場合は賠償責任が
生じますのでご注意願います。

　陸閘の動く範囲に支障となる物を置いたり，支障となる行為をすることを固く禁止し
ます。

　　　　　　　　　　　宮城県 〇〇港湾事務所
　　　　　　　　　　　連絡先　〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇　（班）

・現地の自動化遠隔化陸閘には，地元の方々に向けて下図のように

注意喚起を行っています。

〇安全に避難するために

・また，逃げ遅れて陸閘内に閉じ込められた場合は，乗越階段を登って

退避できるようになっています。

乗越階段（陸閘内側） 乗越階段（陸閘外側）


管理委託していない陸閘

				管理委託していない陸閘の注意看板（案） カンリ イタク リッコウ チュウイ カンバン アン

				注　　　意 チュウ イ



				　この陸閘（出入用扉）は津波・高潮等から人命・財産を守るため常時閉鎖しております。 リクコウ デイ ヨウ トビラ ツナミ タカシオ トウ ジンメイ ザイサン マモ ジョウジ ヘイサ

				　無断開扉は固く禁じます。 ムダン カイヒ カタ キン

				　万一，無断で開扉して，津波・高潮等により損害等が発生した場合は賠償責任が生じますのでご注意願います。 マンイチ ムダン

				　陸閘の動く範囲に支障となる物を置いたり，支障となる行為をすることを固く禁止します。 リクコウ ウゴ ハンイ シショウ モノ オ シショウ コウイ カタ キンシ



				　　　　　　　　　　　宮城県仙台塩釜港湾事務所 ミヤギケンセンダイシオガマコウワンジムショ

				　　　　　　　　　　　連絡先　０２２－２５４－３１３２～３　（港政班） レンラク サキ コウセイ ハン







管理委託している陸閘 

				管理委託している陸閘の注意看板（案） カンリ イタク リッコウ チュウイ カンバン アン

				注　　　意 チュウ イ



				　　この陸閘（出入用扉）は，津波・高潮等から人命・財産を守るため，常時閉鎖しております。 リクコウ デイ ヨウ トビラ ツナミ タカシオ トウ ジンメイ ザイサン マモ ジョウジ ヘイサ

				　県及び管理者に無断で開扉することを固く禁じます。 カイヒ

				　万一，無断で開扉して，津波・高潮等により損害等が発生した場合は賠償責任が生じますのでご注意願います。 マンイチ ムダン

				　陸閘の動く範囲に支障となる物を置いたり，支障となる行為をすることを固く禁止します。 リクコウ ウゴ ハンイ シショウ モノ オ シショウ コウイ カタ キンシ



				　　　　　　　　　　　宮城県仙台塩釜港湾事務所 ミヤギケンセンダイシオガマコウワンジムショ

				　　　　　　　　　　　連絡先　０２２－２５４－３１３２～３　　（港政班） レンラク サキ コウセイハン

				　　　　　　　　　　　管理者：●●●●株式会社 カンリシャ カブシキガイシャ

				　　　　　　　　　　　連絡先　０００－００００－００００







自動化陸閘

				自動化陸閘の注意看板（案） ジドウカ リッコウ チュウイ カンバン アン

				注　　　意 チュウ イ



				　この陸閘（出入用扉）は，津波注意報，津波警報，大津波警報，高潮警報，高潮特別警報が発表された場合は人命・財産を守るため自動で閉鎖されます。 リクコウ デイ ヨウ トビラ ジドウ ヘイサ

				　津波注意報等が発表されてから、約0～10分後に閉鎖動作が開始します。自動閉鎖されるまでの間に，海側から離れ安全な場所に避難してください。 ツナミ チュウイホウ トウ ハッピョウ ヤク フン ゴ ヘイサ ドウサ カイシ ジドウ ヘイサ アイダ ウミ ガワ ハナ アンゼン バショ ヒナン

				　閉鎖完了後は，近くの避難階段等で避難してください。 ヘイサ カンリョウ ゴ チカ ヒナン カイダン トウ ヒナン

宮城県: 「近く」では，避難階段の場所がわかりにくいので，具体的に表現するか，地図を記載する方が良い。

				　万一，無断で開門して，津波・高潮等により損害等が発生した場合は賠償責任が生じますのでご注意願います。 マンイチ ムダン モン

				　陸閘の動く範囲に支障となる物を置いたり，支障となる行為をすることを固く禁止します。 リクコウ ウゴ ハンイ シショウ モノ オ シショウ コウイ カタ キンシ





				　　　　　　　　　　　宮城県 〇〇港湾事務所 ミヤギ ケン コウワン ジム ショ

				　　　　　　　　　　　連絡先　〇〇〇－〇〇〇－〇〇〇〇　（班） レンラク サキ ハン







意見

		（陸閘の注意喚起看板への意見） リクコウ チュウイ カンキ カンバン イケン

		・全体的に説明が長いので，簡潔に表示した方が良い。 ゼンタイテキ セツメイ ナガ カンケツ ヒョウジ ホウ ヨ

		・管理委託していない陸閘について，一般市民の求めに応じて開扉する予定なのか。 カンリ イタク リクコウ イッパン シミン モト オウ カイヒ ヨテイ

		　時間外に一般市民から開扉の求めがあった場合の対応はどのようにする予定か。 ジカンガイ イッパン シミン カイヒ モト バアイ タイオウ ヨテイ

		・管理委託していない陸閘は常に施錠されているということでよいか。 カンリ イタク リクコウ ツネ セジョウ

		・管理委託している陸閘は，管理者が利用する場合以外は施錠されているということでよいか。 カンリ イタク リクコウ カンリシャ リヨウ バアイ イガイ セジョウ

		・管理委託している陸閘について，管理者の連絡先を記載した方が良いのではないか。 カンリ イタク リクコウ カンリシャ レンラクサキ キサイ ホウ ヨ

		・自動化陸閘について，閉扉完了後の避難路としての階段等の設置場所がすぐに分かるよう， ジドウカ リクコウ ヘイヒ カンリョウゴ ヒナンロ カイダン トウ セッチ バショ ワ

		　その位置図を記載するなどした方が良いのではないか。 イチズ キサイ ホウ ヨ
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自動化遠隔化水門・陸閘

事例：現在運用中の自動化遠隔化水門・陸閘９１基について，職員によって月に
１回点検を行う必要があります。また，年に１回の機械設備点検に経費を
要します。

対応：下表のように水門・陸閘の点検表を作成し，点検を実施しています。また，
機械設備点検費用を，毎年約１.５億円確保しています。

〇水門・陸閘管理状況

点検表（記載例）

番号
路線・埠頭等

名
確認
時間

点検確認事項
備 考

区 分 具体的状況 対応状況 具体的対応内容

１ ○○陸閘 10:10
■陸閘
□水門

■遠隔
□電動
□手動

底部戸当たりに土砂堆積
のため全閉不可

打合せ
維持管理業者と打合せを
行い対応を検討する

２ ○○水門 10:30
□陸閘
■水門

■遠隔
□電動
□手動

異常なし

３ ○○陸閘 12:50
■陸閘
□水門

■遠隔
□電動
□手動

異常なし
陸閘の扉体付近に
漁具が置かれている
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・特定の港湾利用者及び企業等が利用する通路を横断する陸閘で，
港湾利用に必要な時にだけ開扉し，利用後は速やかに閉扉する
ものです。

・また，港湾利用時に開扉している状態で，津波注意報・高潮警報
等が発令された時は，速やかに港湾利用者及び企業等が閉扉
するものです。

・開閉扉操作は手動（人力）と電動の2種類があります。

県内では港湾施設の円滑な利用を行うために，自動化遠隔化水
門・陸閘の他に，操作規則に基づいて協定を結んだ港湾利用者
及び企業等に操作を委託している陸閘があります。

委託陸閘

〇概要
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委託陸閘

エネルギー
関連企業

２３％

観光企業
１１％ 漁協組合

３２％

造船企業
１２％

物流企業
１１％

その他 ８％

協定を結んでいる企業の業種毎の割合
（令和５年1月現在）

木材企業 ３％

・漁協組合やエネルギー関連企業が
半分以上を占めています。

〇協定状況

・令和５年１月時点で，委託陸閘118
基中107基協定していて，今年３月
に全基協定予定です。
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委託陸閘

操作規則等に基づいた，委託陸閘の操作基準や保守について
説明を行い，港湾利用者及び企業等から合意を得ます。

現地で実際に陸閘の操作方法を説明します。

港湾利用者及び企業等と協定書を取り交わして，委託陸閘
運用開始となります。

委託陸閘を開扉中に警報等が発令された際，港湾利用者
及び企業等から閉扉報告をもらうために連絡先の確認を
行います。

〇協定締結までの流れ

①委託陸閘設置の有無

②説明会を実施

③操作説明

④連絡体制の確認

⑤協定締結

防潮堤の計画段階で，委託陸閘の設置について
港湾利用者及び企業等と協議を行います。
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委託陸閘

陸閘近くに操作従事者が待機しているなど，速やかに閉扉できる
態勢が整う場合

陸閘の開扉操作
防
潮
堤
の
海
側
で

作
業
・
企
業
活
動
等

全員が陸側に退出後
陸閘の閉扉操作

開扉状態

〇日常の運用
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委託陸閘

地
震
発
生

従業員等避難
操作従事者待機

警報・注意報
発令

陸閘の閉扉操作

地震発生から
3分程度

閉扉を完了したら，港湾管理者に閉扉報告
を行います。

〇警報・注意報発令時の運用
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委託陸閘

閉扉操作実施は，操作従事者の安全確保が最優先です。

⇒操作に従事する人は，上記を踏まえ津波到達予想時刻に避難
場所まで避難できる場合に限り閉扉操作を行います。

・ 電動式の陸閘の場合は操作盤で閉扉操作を行い，閉扉
動作が始まったことを確認後退避します。陸閘が閉まりきる
まで待機する必要はありません。

・ 閉扉操作途中で避難する時間が確保できなくなる場合は，
ただちに操作を中止し避難します。

〇操作従事者の安全確保
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・陸閘の扉がレール上を支障なく走行
できる状態を保つため，ホウキなどを
使用し，レール上の埃や土，小石など
を掃く『簡易清掃』をします。

・日常の陸閘の開閉操作時に異常点
がないか『目視で動作確認』をします。
異常がある場合には，港湾管理者に
報告します。

・港湾利用者及び企業等に対して，確実に閉扉できるように定期的な

清掃・点検及び異常点を確認した場合の報告を行うよう協定締結して
います。

・また，年に１回以上操作訓練を実施するよう協定締結しています。

【清掃】 【点検】

委託陸閘

〇保守点検
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委託陸閘

現地の陸閘には，港湾利用者及び企業等に向けて注意喚起を
行っています。

〇現地注意看板
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委託陸閘

事例①：協定内容の詳細がまとまっていない時期に，港湾利用者及び企業等は
日常の清掃程度の負担しか生じないと思っていて，協定内容を説明
する中で，緊急時の閉扉操作についての合意を得るのに難航しました。

対応①：交渉を継続することで最終的に合意を得ました。

事例②：操作従事者がやむを得ない理由で閉扉できなかった場合，責任の所在が
不明であるため，自動で閉扉できるように整備すべきとの意見がありました。

解決②：協定文第１４条より，委託者(県)が損害を賠償することとなっていることを説明
し，合意を得ました。

協定書(一部）

〇協定締結の際の状況
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委託陸閘

事例：令和４年１月１５日に発生したトンガ諸島の火山噴火に
よる津波注意報発令時に，陸閘管理を委託している
港湾利用者及び企業等から，閉扉報告の遅延が見ら
れました。

〇協定締結後の状況

対応：このため，運用上の課題を整理するために港湾利用者
及び企業等と意見交換会を実施するとともに，合同で
情報伝達訓練を実施しながら対応しているところです。
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ありがとうございました。

石巻市雄勝港伊勢畑地区 防潮堤
（令和３年１２月完成）

仙台塩釜港（塩釜港区）自動化遠隔化陸閘
（令和２年６月運用開始）
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